
令

和

七

年

三

月

五

日

提

出 
定

例

市

議

会 

         

提 
案 

理 

由 

説 

明 
           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊 

本 

市 
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た

だ

い

ま

上

程

さ

れ

ま

し

た

議

案

に

つ

き

ま

し

て

、
そ

の

提

案

理

由

を

申

し

上

げ

ま

す

。 

 

ま

ず

、

議

 
第

九

十

一

号

「

熊

本

市

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

」
で

あ

り

ま

す

が

、
こ

れ

は

国

民

健

康

保

険

法

施

行

令

の

一

部

改

正

に

伴

い

、
国

民

健

康

保

険

料

の

賦

課

限

度

額

及

び

軽

減

判

定

所

得

を

見

直

す

た

め

、
所

要

の

改

正

を

行

う

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。 
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次

に

、

議

 

第

九

十

二

号

「

熊

本

市

・

城

南

町

新

市

基

本

計

画

（

城

南

地

域

）
及

び

熊

本

市

・

植

木

町

新

市

基

本

計

画
（

植

木

地

域

）
の

一

部

変

更

に

つ

い

て

」
で

あ

り

ま

す

が

、
こ

れ

は

城

南

地

域

及

び

植

木

地

域

そ

れ

ぞ

れ

の

新

市

基

本

計

画

に

掲

げ

る

事

業

の

う

ち

、
実

施

設

計

に

着

手

し

て

い

る

も

の

の

、
計

画

期

間

中

に

完

了

し

な

い

事

業

に

つ

い

て

、
そ

の

名

称

及

び

完

了

予

定

時

期

を

明

記

す

る

と

と

も

に

、
当

該

事

業

の

継

続

に

伴

う

財

政

計

画

の

見
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直

し

を

行

う

た

め

、
市

町

村

の

合

併

の

特

例

に

関

す

る

法

律

第

六

条

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き

、
市

議

会

の

議

決

を

求

め

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。 

次

に

、
議 

第

九

十

三

号

及

び

議 

第

九

十

四

号
「

財

産

の

取

得

に

つ

い

て

」
で

あ

り

ま

す

が

、
こ

れ

ら

は

い

ず

れ

も

、
予

定

価

格

四

千

万

円

以

上

の

財

産

の

取

得

と

な

る

、
本

市

の

市

立

小

中

学

校

等

及

び

保

育

所

に

お

け

る

給

食

用

食

材

等

の

購

入

に

つ

い

て

、
地
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方

自

治

法

第

九

十

六

条

第

一

項

第

八

号

及

び

熊

本

市

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

第

三

条

の

規

定

に

基

づ

き

、
市

議

会

の

議

決

を

求

め

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。 

以

上

で

説

明

を

終

わ

り

ま

す

が

、
何

と

ぞ

慎

重

に

御

審

議

の

上

、

御

賛

同

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

了

）

 


